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【開催要項】 

 

１．趣 旨   青少年の健やかな成長と自立を支援するための専門的な知識や技術を学び、青少年育

成アドバイザーとして資質・能力の向上を図り、県及び市町村における青少年育成活動

の活性化を図るため、その推進者や指導者を養成する。 

 

 ２．主 催  島根県青少年育成アドバイザー連絡協議会 

 

 ３．後 援  青少年育成島根県民会議 

 

 ４．対象者  青少年の育成指導・教育・支援等、幅広く青少年に関わる活動や仕事をしている人 

        （青少年指導者としての基礎知識や今日の青少年を理解する手掛かりを学びたい人、 

住んでいる地域をいきいきとさせる手がかりや相談・助言について学びたい人など） 

 

 ５．期 日  平成２７年１月３１日（土）～２月１日（日）【１泊２日】 

［受付：３１日 ９：３０～１０：００］ 

 

 ６．会 場  島根県立青少年の家「サン・レイク」（出雲市小境町 1991-2 ℡0853-63-1316） 

 

 ７．研修日程 
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８．研修内容と講師 

日（曜） ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 内  容 講師等 

 

 

 

31 

日 

（土） 

講義Ⅰ 青少年育成についての基本的な考えやねらい、青少

年育成アドバイザーの役割などについて学びます。 

アドバイザー連絡協

議会役員 

講義Ⅱ 

 

青少年や青少年育成に係る行政、青少年育成島根県

民会議の活動などについて学びます。 

県民会議事務局 

講義Ⅲ 青少年や青少年育成に係る今日的な課題や法律に

ついて学びます。 

弁護士会 

演習Ⅰ 

 

相談・助言の目的と方法の基本や心構え、効果的な

相談・助言（カウンセリング）の原理について演習を

通して学びます。 

学校教育相談関係者 

情報交換会 青少年育成について語り合います。  

 

 

１ 

日 

（日） 

実践紹介 

 

 青少年育成市町村民会議や青少年育成アドバイザ

ーの具体的な実践事例を学びます。 

市町村民会議事務局 

アドバイザー連絡協

議会員 

演習Ⅱ  青少年の仲間づくりに役立つレクリエーションの

実際について体験的に学びます。 

アドバイザー連絡協

議会会員 

講義Ⅳ 

演習Ⅲ 

 今後の市町村における青少年育成活動の活性化に

ついて、ワークショップを通して考えていきます。 

アドバイザー連絡協

議会会員 

 

９．持参していただくもの 

   ○ 参加費（金額は参加申込書の金額をご確認ください。） ～受付時に徴収します。～ 

［指定した食事、情報交換会、宿泊を全て選択した場合は、食事・宿泊費５，０００円に、事

務手数料１，０００円(今後のアドバイザー申請手続き料を含む)を合わせて、６，０００円］ 

○ その他、宿泊に必要なもの 

 

１０．その他 

  ・この基礎研修の全課程を受講され、さらにアドバイザー連絡協議会が指定する研修から２講座

（「県民会議」「青少年育成アドバイザー連絡協議会」「市町村民会議」が主催,共催,後援する研修か

ら 1 講座と、ご自身で選んだ青少年育成アドバイザーとして活動するのに役立つと思われる研修を 1

講座）を受講された人を「島根県青少年育成アドバイザー」として認定します。認定後は、島根

県青少年育成アドバイザー連絡協議会に入会して活動いただきます。 

・この研修は、（旧）青少年育成国民会議が認定した青少年育成アドバイザー、及び島根県青少年

育成アドバイザー連絡協議会が認定した島根県青少年育成アドバイザーのフォローアップ研修も

兼ねています。 

・「青少年の家」では施設利用のルールを守って研修します。以下の点に注意してください。 

   ◆ 車で来所する方は、必ず「研修者駐車場」に駐車してください。 

◆ 食べ物の持ち込み、宿泊室での飲食、研修時間外の飲酒は禁止されています。 

・ 参加申込書に必要事項を記入し、１２月１９日（金）までにＦＡＸで下記へ送信ください。 

ＦＡＸ番号：0854-64-0210  青少年育成アドバイザー事務局 森山 緑 宛 

【研修についての問い合わせ】 

島根県青少年育成アドバイザー連絡協議会事務局 森山緑（雲南市波多交流センター内） 

  ℡＆Fax:0854-64-0210  E-meil:hata-c@i-yume.ne.jp 


